
当面の外国人雇用対策について

資料１



１ 外国人雇用の現状



224 253 297 320 309 319 339 367 413 459 496 532 

546 

580 

595 

616 629 646 
83 97 

108 110 108 122 147 
192 

240 
297 

344 
373 370 335 331 353 398 449 

11 
130 134 137 

145 
168 

211 
258 

308 
384 402 352 343 

413 
471 

499 

95 
112 

123 
6 7 8 

9 
13 

19 

26 

36 

41 46 66 73 

72 

86 

111 

85 
100 111 

121 124 133 
147 

167 

201 

238 

277 

329 

360 
395 

480 

596 

719 

866 

486 563 

650 
686 682 718 

788 

908 

1,084 

1,279 

1,460 

1,659 

1,724 1,727 
1,823 

2,049 

2,303 

2,571 

15.7%
15.5%

5.6%

-0.6%

5.1%

9.8%

15.3%

19.4%
18.0%

14.2%
13.6%

4.0%

0.2%

5.5%

12.4% 12.4%
11.7%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

専門的・技術的分野の在留資格

特定活動

技能実習

資格外活動

身分に基づく在留資格

総数

対前年増加率（右軸）

（単位：千人）

（年）

在留資格別にみた外国人労働者数の推移
○ 日本で就労している外国人は､2025年10月末時点で2,571,037人（前年比268,450人増）、
増加率は前年比11.7％増となり、前年の12.4％から0.7ポイント減少。

○ 在留資格別に増加率の大きい順でみると､「特定活動」（前年比 29.6％、25,388人増）､「専門
的・技術的分野の在留資格」（同 20.4％、146,776人増）､「資格外活動」（同12.8％、
51,157人増）となっている。

出典： 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（各年10月末時点）」 3



日本で就労する外国人のカテゴリー（総数257.1万人の内訳）

出入国管理及び難民認定法上、以下の形態で就労が可能。

① 就労目的で在留が認められる者 約86.6万人
（いわゆる「専門的・技術的分野の在留資格」）

・ 一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生
活に与える影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

⑤ 身分に基づき在留する者 約64.6万人
（「永住者」､「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

(主に日系人)が含まれる）

・ これらの在留資格は、在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬
を受ける活動が可能。

③ 技能実習 約49.9万人
・ 技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。

・ 平成22年７月１日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年目から
雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることとなった。

② 特定活動 約11.1万人
（経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキング・ホ
リデー等が含まれる）

・ 「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容
により報酬を受ける活動の可否が決定。

④ 資格外活動 約44.9万人

・ 本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(１週28時間以内等)で、相当と
認められる場合に、報酬を受ける活動が許可。

（留学生のアルバイト等）

※ 外国人雇用状況の届出状況（令和７年10月末時点）による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、
在留期間等を確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充
実等に関する法律第28条）。なお､特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者は対象外である。

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

在留資格 具体例

教 授 大学教授等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営･管理 企業等の経営者・管理者

法律
 ･会計業務

弁護士、公認会計士等

医 療 医師、歯科医師、看護師

研 究 政府関係機関や私企業等の研究者

教 育 中学校・高等学校等の語学教師等

技 術
 ･人文知識
 ･国際業務

機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、
私企業の語学教師、マーケティング業務
従事者等

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者

介 護 介護福祉士

技 能
外国料理の調理師、スポーツ指導者、
航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

特定技能 特定産業分野（注）の各業務従事者

（注） 介護､ビルクリーニング､工業製品製造業､建設､造船･舶用工業､自動車整備､航

空､宿泊､農業､漁業､飲食料品製造業､外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材

産業
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在留資格 該当例

外交 外国政府の大使、公使等及びその家族

公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族

教授 大学教授等

芸術 作曲家、画家、作家等

宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者、管理者等

法律・会計業務 弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師等

研究 政府関係機関や企業等の研究者等

教育 高等学校、中学校等の語学教師等

技術・人文知識・

国際業務

機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講

師等

企業内転勤 外国の事務所からの転勤者

介護 介護福祉士

興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等

技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等

特定技能 特定産業分野（注１）の各業務従事者

技能実習 技能実習生

（注２）資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。

在留資格 該当例

文化活動 日本文化の研究者等

短期滞在 観光客、会議参加者等

留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生

研修 研修生

家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

在留資格 該当例

特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等

在留資格 該当例

永住者 永住許可を受けた者

日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子

永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引

き続き在留している実子

定住者 日系３世、外国人配偶者の連れ子等

就労が認められる在留資格（活動制限あり）

就労が認められない在留資格（注２）

就労の可否は指定される活動によるもの

身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

（注１）介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車
整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林
業、木材産業（令和６年３月２９日閣議決定）

在留資格一覧表
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産業別にみた外国人労働者数の推移

出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」（各年10月末時点）

○ 産業別に増加率の大きい順でみると､「医療、福祉」（前年比 25.6％、29,755人増）､「宿泊

業、飲食サービス業」 （同 17.1％、46,666人増）､「建設業」（同 16.1％、28,566人増）、

「卸売業、小売業」（同14.2％、42,339人増）となっている。
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製造業

635,075 人

24.7%

サービス業

（他に分類されないもの）

391,946 人

15.2%

卸売業、小売業

340,687 人

13.3%

宿泊業、飲食サービス業

319,999 人

12.4%

建設業

206,468 人

8.0%

医療、福祉

146,105 人

5.7%

情報通信業

97,924 人

3.8%

教育、学習支援業

83,225 人

3.2%

その他

349,608 人

13.6%

外国人労働者数
2,571,037人

産業別外国人労働者数

出典： 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（令和７年10月末現在）」

○  産業別にみると､「製造業」が635,075人で最も多く､外国人労働者全体の24.7％を占める｡
  次いで「サービス業（他に分類されないもの）」が391,946人（同15.2％）､「卸売業､小売業」

  が340,687人（同13.3％）､「宿泊業､飲食サービス業」が319,999人（同12.4％）となっている｡
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（単位：千人）

国籍別にみた外国人労働者数の推移

○ 国籍別に増加率の大きい順でみると､「ミャンマー」（前年比42.5％、48,693人増） ､ 「イン
ドネシア」（同 34.6％、58,579人増）､「スリランカ」（同28.9％、11,291人増）となっている。

○ 割合では、「ベトナム」が605,906人で最も多く､外国人労働者全体の23.6％を占める｡ 次いで、
「中国」が431,949人（同 16.8％）､「フィリピン」が260,869人（同 10.1％）となっている｡

出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」（各年10月末時点） （年）8



日本で就労する外国人労働者（在留資格別・国籍別）
○ 国籍別・在留資格別にみると、ベトナムは「専門的・技術的分野の在留資格」が229,983人
（38.0％）、「技能実習」が218,600人（36.1％）｡

 ○ そのほか、ネパールは「資格外活動」が157,546人（66.8％）、インドネシアは「技能実習」
が119,980人（52.6％ ）、フィリピンやブラジル､ペルーは「身分に基づく在留資格」が多い｡

在留資格 総数
①専門的・技術的
分野の在留資格

②特定活動 ③技能実習 ④資格外活動
⑤身分に基づく

在留資格

全国籍計 2,571,037 865,588 111,074 499,394 449,324 645,590

ベトナム 605,906 229,983 31,080 218,600 102,475 23,768

中国
（香港、マカオを含む）

431,949 185,337 5,768 30,521 63,944 146,378

フィリピン 260,869 46,262 6,414 47,019 3,751 157,421

ネパール 235,874 62,625 3,843 4,414 157,546 7,445

インドネシア 228,118 83,053 10,677 119,980 6,646 7,762

ミャンマー 163,311 55,093 31,882 36,986 34,809 4,540

ブラジル 134,645 1,247 214 46 578 132,560

韓国 80,193 35,524 3,738 16 6,893 34,021

スリランカ 50,427 17,072 2,843 2,855 24,095 3,562

タイ 41,468 11,141 1,034 13,663 1,772 13,858

インド 31,636 22,067 1,288 1,326 3,322 3,633

ペルー 31,448 243 69 85 110 30,941

G７等 86,520 48,612 1,637 24 3,408 32,784

その他 188,673 67,329 10,587 23,859 39,975 46,917

出典： 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（令和７年10月末時点）」 9



外国人雇用事業所数の推移

出典： 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（各年10月末時点）」

○ 外国人を雇用する事業所数は､2025年10月末時点で371,215所（前年比29,128所増）、

伸び率は前年比8.5％増となり、前年の7.3％から1.2ポイント上昇。
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外国人労働者を雇用する理由（事業所調査）

11

○ 外国人労働者を雇用する理由（複数回答）をみると、「労働力不足の解消・緩和のため」が最も多く69.0％（令

和５年 64.8％）となっており、次いで「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が54.7％（同

56.8％）、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」が15.8％（同 18.5％）、「日本人にはない知識、技能

の活用を期待して」が13.2％（同 16.5％）となっている。

出典：厚生労働省「令和６年外国人雇用実態調査」

外国人労働者を雇用する理由
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技術力の向

上・確保、新

製品の開発の

ため

日本人にはな

い知識、技術
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して

事業所の他の

外国人労働者

の支援・管理

能力向上を期

待して

外国人向けの

商品・サービ

スの展開を図

るため

海外現地法

人、海外取引

先との関係構

築や海外の人

材育成のため

海外販路の新

規開拓等によ

る海外取引の

拡大を図るた

め

労務コストの

効率化を図る

ため

職業紹介事業

者に勧められ

たから

従業員や知人

に紹介された

から

その他 わからない 特にない 不明・無回答

69.0 54.7 15.8 8.2 13.2 4.8 6.4 5.9 4.2 4.7 5.4 11.3 3.9 0.4 4.9 0.2

農業，林業 96.1 47.2 5.8 1.5 7.3 4.9 1.0 1.0 0.0 6.4 5.0 9.1 1.9 0.0 0.0 0.0

漁業 87.1 50.0 11.6 7.4 4.8 5.2 0.0 1.2 1.3 8.1 2.6 3.5 1.3 0.0 1.3 1.3

鉱業，採石業，砂利採取業 84.5 54.6 10.1 26.1 16.1 8.9 0.0 8.9 3.0 6.6 3.6 15.6 9.6 0.0 5.9 0.0

建設業 86.1 60.1 11.1 7.7 3.2 3.6 0.0 0.7 0.0 8.3 5.7 7.7 2.1 0.0 2.6 0.0

製造業 78.9 53.0 9.7 8.2 3.7 5.6 2.5 6.3 2.6 6.4 9.4 9.9 3.1 0.1 5.3 0.4

電気・ガス・熱供給・水道業 34.3 54.9 31.2 20.7 20.0 2.4 0.0 3.8 0.0 0.0 2.3 5.1 2.3 2.4 14.7 0.0

情報通信業 45.1 72.6 30.9 37.7 24.1 5.2 12.9 13.3 11.1 3.7 5.6 12.3 1.8 2.7 7.2 0.0

運輸業，郵便業 59.6 58.6 19.6 1.8 11.5 4.8 7.2 10.2 4.4 1.1 5.0 18.5 5.0 1.4 5.5 0.1

卸売業，小売業 63.4 47.2 18.2 8.9 18.4 4.7 6.2 12.7 11.0 3.8 2.3 12.1 2.5 0.3 6.1 0.0

金融業，保険業 25.3 64.0 20.2 7.9 15.6 1.0 13.9 11.4 6.7 0.0 1.9 6.2 8.2 0.9 11.3 0.0

不動産業，物品賃貸業 51.7 56.1 25.5 5.9 18.7 10.0 24.9 12.9 9.3 0.3 1.8 12.1 2.2 0.1 4.8 0.0

学術研究，専門・技術サービス業 37.1 62.7 31.1 16.5 25.4 2.2 12.1 10.9 7.8 0.0 2.4 10.1 2.4 0.4 8.4 0.0

宿泊業，飲食サービス業 70.9 59.4 22.9 2.1 17.4 4.8 20.2 6.7 5.7 2.5 5.2 13.2 2.1 0.0 2.9 0.0

生活関連サービス業，娯楽業 50.7 51.5 21.1 6.2 19.1 3.9 14.0 4.8 4.6 0.4 3.0 9.7 8.1 1.0 10.5 0.0

教育，学習支援業 8.0 30.8 32.2 6.4 60.3 2.3 7.8 2.3 3.0 0.0 0.5 1.5 26.5 0.8 3.2 0.0

医療，福祉 74.2 53.7 10.2 1.5 15.2 2.7 2.7 0.5 0.7 4.6 5.3 8.3 6.9 0.3 4.1 0.0

複合サービス事業 34.2 45.0 8.1 9.0 35.9 14.2 23.3 4.2 3.7 1.1 1.3 5.5 13.1 0.2 7.6 0.2

サービス業（他に分類されないもの） 63.7 53.2 17.7 6.2 18.6 7.6 12.6 2.6 3.8 3.8 4.0 23.3 3.3 0.9 5.2 1.2

産業

事業所計



外国人労働者の雇用に関する課題

ニーズにあ

う人材から

の応募がな

い

外国人労働

者を採用す

るための情

報やネット

ワークが限

られている

日本語能力

等のために

コミュニ

ケーション

が取りにく

い

文化、価値

観、生活習

慣等の違い

によるトラ

ブルがある

期待したほ

どの能力を

発揮できな

い

受け入れた

職場での負

担が大きい

採用や人事

管理のノウ

ハウがない

離職・転職

が懸念され

る、定着し

ない

生活環境の

整備にコス

トがかかる

採用・定着

にコストが

かかる

在留資格申

請等の事務

負担が面

倒・煩雑

入国審査、

在留資格制

度が分かり

づらい

在留資格に

よっては在

留期間の上

限がある

在留資格に

よっては任

せられる業

務が限定さ

れる

その他 わからない 特にない 不明・無回

答

14.8 11.6 43.9 20.9 7.1 14.1 6.0 14.6 19.9 15.6 24.7 12.7 21.5 16.0 1.8 2.1 17.4 0.4

農業，林業 7.8 5.5 40.0 22.7 7.4 17.0 0.5 18.2 46.4 20.6 27.9 8.3 24.3 11.8 2.9 1.0 12.5 1.0

漁業 4.8 18.9 40.0 13.0 12.1 10.3 3.9 16.7 23.3 15.5 27.5 11.6 29.1 21.6 3.9 1.3 11.2 3.9

鉱業，採石業，砂利採取業 6.6 25.6 23.3 10.7 5.9 15.6 3.6 13.1 13.1 20.2 25.0 19.0 23.2 26.2 0.0 3.0 29.7 0.0

建設業 9.7 7.9 45.3 17.2 7.2 20.6 6.3 14.5 35.9 24.2 33.2 18.2 37.9 24.6 1.6 1.5 12.7 0.0

製造業 12.7 14.1 57.8 22.6 6.3 12.5 6.7 15.6 26.7 19.5 24.6 11.3 24.5 15.8 1.4 1.5 13.3 0.4

電気・ガス・熱供給・水道業 11.8 10.6 47.3 24.9 6.6 4.2 7.2 6.1 12.5 3.2 19.4 9.6 8.8 12.4 0.0 0.0 25.7 0.0

情報通信業 22.4 15.4 38.7 22.3 7.7 9.8 6.6 16.4 7.0 8.9 26.1 9.8 10.5 7.8 2.6 4.8 24.5 0.0

運輸業，郵便業 17.3 11.1 40.0 22.8 10.6 9.7 6.4 13.9 10.1 6.4 18.0 9.7 10.6 14.6 3.2 2.9 18.5 0.1

卸売業，小売業 15.6 7.0 34.8 20.7 8.1 10.4 7.5 13.0 11.9 11.8 20.4 8.4 14.5 8.7 1.8 1.5 23.9 0.1

金融業，保険業 11.2 12.4 14.1 15.7 0.6 4.3 4.6 17.0 3.3 3.9 17.0 13.0 14.7 12.0 1.3 4.4 39.8 0.0

不動産業，物品賃貸業 11.3 18.2 31.9 14.8 7.3 9.3 9.5 7.7 21.2 3.5 25.9 10.2 8.3 10.3 3.9 3.8 20.9 1.3

学術研究，専門・技術サービス業 15.5 11.0 37.0 17.8 4.7 11.2 2.5 6.9 3.2 5.3 14.8 7.4 4.8 7.2 2.2 1.7 30.5 0.0

宿泊業，飲食サービス業 20.2 16.3 36.3 25.8 5.6 17.1 5.5 17.3 7.5 11.7 34.1 25.2 23.3 29.5 0.0 2.2 14.9 0.0

生活関連サービス業，娯楽業 18.2 8.1 30.2 16.8 7.2 7.5 2.1 9.1 5.2 4.7 18.0 9.5 21.7 15.7 1.7 3.5 23.3 1.5

教育，学習支援業 9.3 15.3 20.1 11.7 3.5 6.0 2.3 5.7 3.7 6.2 16.5 9.2 7.5 5.8 1.7 5.2 39.3 0.8

医療，福祉 16.5 10.8 45.3 18.7 8.4 22.5 7.0 19.2 24.7 22.8 24.9 12.9 20.6 12.1 1.2 2.3 10.8 0.4

複合サービス事業 16.0 16.9 27.5 16.0 3.6 10.5 2.2 13.5 13.7 5.7 9.8 7.2 8.9 9.7 1.6 1.7 37.4 0.3

サービス業（他に分類されないもの） 20.9 14.7 44.4 27.3 7.6 11.4 4.5 14.5 7.5 8.4 19.4 13.3 17.6 20.8 3.5 2.8 17.5 1.2

産業

事業所計

外国人労働者の雇用に関する課題（事業所調査）

12

○ 外国人労働者の雇用に関する課題（複数回答）をみると、「日本語能力等のためにコミュニケーションが取り

にくい」が最も多く43.9％（令和５年 44.8％）となっており、次いで「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩

雑」が24.7％（同 25.4％）、「在留資格によっては在留期間の上限がある」が21.5％（同 22.2％）、「文化、

価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」が20.9％（同 19.6％）となっている。

出典：厚生労働省「令和６年外国人雇用実態調査」



日本語能力（会話）

7.0 17.6 13.0 8.9 13.9 24.6 12.8 1.8 0.4

専門的・技術的分野 3.4 18.5 16.9 7.4 16.7 23.6 12.0 1.3 0.3

うち技術・人文知識・国際業務 5.3 31.6 19.8 8.1 13.4 14.9 6.4 0.3 0.2

うち特定技能 0.8 5.4 14.6 7.5 22.0 32.2 16.0 1.2 0.1

うち高度専門職 11.2 41.6 21.0 7.7 5.8 6.7 2.1 4.0 0.0

技能実習 1.2 2.1 6.4 5.9 13.7 46.6 22.1 2.1 0.0

留学 4.1 12.6 14.6 12.6 10.9 33.8 10.0 1.3 0.0

身分に基づくもの 17.3 28.0 10.5 11.8 11.6 11.8 6.7 2.0 0.2

うち永住者 20.5 29.2 10.6 12.5 10.6 11.3 4.2 0.9 0.2

うち定住者 15.3 14.1 7.1 12.9 11.4 14.9 19.2 5.0 0.2

その他 3.3 10.7 13.3 10.5 9.9 28.3 18.8 3.2 1.9

在留資格

外国人常用労働者計

日常的なこと

なら短い会話

に参加できる

基本的な挨拶

の会話はでき

る

日本語で会話

はほとんどで

きない

不明母語が日本語

または母語と

同等レベル

幅広い話題に

ついて自由に

会話できる

会話の場面に

応じた言葉を

使うことがで

きる

長い会話に参

加できる

身近な話題に

ついての会話

はできる

外国人労働者の日本語能力（会話）（労働者調査）

13

○ 外国人労働者の日本語能力（会話）をみると、「日常的なことなら短い会話に参加できる」が24.6％（令和５年

25.3％）と最も多く、次いで、「幅広い話題について自由に会話できる」が17.6％（同 16.4％）、「身近な話題

についての会話はできる」が13.9％（同 12.6％）となっており、「日本語で会話はほとんどできない」は1.8％

（同 2.7％）となっている。

出典：厚生労働省「令和６年外国人雇用実態調査」



N3：日常的な場面で使われている日本語をある程度理解することができる。
N4：基本的な日本語を理解することができる。
N5：基本的な日本語をある程度理解することができる。

日本語能力（読解）

6.7 12.4 15.8 20.8 20.2 16.9 6.4 0.9

専門的・技術的分野 3.2 13.8 20.1 24.1 23.0 11.8 3.6 0.4

うち技術・人文知識・国際業務 5.2 27.8 30.6 18.6 8.7 6.7 1.9 0.5

うち特定技能 0.3 0.7 10.2 31.1 38.4 16.0 3.0 0.4

うち高度専門職 19.5 51.2 11.1 7.1 2.8 3.4 4.8 0.0

技能実習 1.2 0.3 3.9 14.4 37.2 35.1 7.6 0.3

留学 2.6 18.1 31.7 29.7 12.0 3.9 1.4 0.6

身分に基づくもの 16.4 19.4 15.3 19.5 8.7 9.5 9.9 1.3

うち永住者 20.8 23.7 11.8 20.8 6.9 9.3 6.3 0.4

うち定住者 10.6 7.8 11.9 11.5 16.7 12.5 27.7 1.3

その他 4.1 4.7 13.9 18.6 16.7 32.4 7.5 2.2

在留資格

外国人常用労働者計

JLPT日本語能

力試験Ｎ5レベ

ル

日本語はほとん

どわからない

不明母語が日本語

または母語と同

等レベル

JLPT日本語能

力試験Ｎ1レベ

ル

JLPT日本語能

力試験Ｎ2レベ

ル

JLPT日本語能

力試験Ｎ3レベ

ル

JLPT日本語能

力試験Ｎ4レベ

ル

外国人労働者の日本語能力（読解）（労働者調査）
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○ 外国人労働者の日本語能力（読解）をみると、「JLPT日本語能力試験N3レベル」が20.8％（令和５年

20.6％）と最も多く、次いで「JLPT日本語能力試験N4レベル」が20.2％（同17.4％）、「JLPT日本語能力試験N5

レベル」が16.9％（同 18.2％）となっており、「日本語はほとんどわからない」は6.4％（同 7.8％）となって

いる。

出典：厚生労働省「令和６年外国人雇用実態調査」

（参考）日本語能力試験 認定の目安
N1：幅広い場面で使われている日本語を理解することができる。
N2：日常的な場面で使われている日本語の理解に加え、より幅広い

場面で使われているに日本語をある程度理解することができる。



紹介会社等利用有無

出身国・地域

の紹介会社・

個人

出身国・地域

の語学学校

出身国・地域

の学校（語学

学校除く）

出身国・地域

のその他の機

関

日本国内の紹

介会社・個人

日本国内のそ

の他の機関

その他 不明

100.0 85.0 (100.0) (44.7) (16.5) (1.9) (9.5) (12.9) (2.0) (10.7) (1.8) 14.7 0.3

専門的・技術的分野 100.0 82.9 (100.0) (50.5) (12.0) (2.7) (8.1) (15.5) (2.1) (7.6) (1.5) 16.6 0.6

うち技術・人文知識・国際業務 100.0 78.9 (100.0) (42.0) (2.1) (4.0) (7.9) (28.1) (3.3) (11.6) (1.0) 21.1 0.0

うち特定技能 100.0 88.0 (100.0) (58.2) (17.3) (0.9) (8.0) (9.3) (1.5) (3.8) (1.1) 11.0 1.0

うち高度専門職 100.0 45.9 (100.0) (29.2) (1.4) (10.8) (8.4) (31.8) (0.9) (17.5) (0.0) 54.1 0.0

技能実習 100.0 91.9 (100.0) (48.4) (22.0) (1.4) (16.2) (5.5) (1.3) (3.7) (1.4) 7.9 0.2

留学 100.0 70.6 (100.0) (21.1) (4.7) (0.9) (0.0) (24.2) (2.9) (40.9) (5.4) 29.4 0.0

身分に基づくもの 100.0 76.4 (100.0) (25.7) (2.0) (0.5) (1.3) (26.2) (2.1) (41.2) (0.9) 23.6 0.0

うち永住者 100.0 74.8 (100.0) (21.9) (1.2) (0.3) (2.0) (24.2) (1.1) (48.5) (0.8) 25.2 0.0

うち定住者 100.0 90.0 (100.0) (52.1) (0.4) (0.0) (0.0) (27.0) (0.2) (20.4) (0.0) 10.0 0.0

その他 100.0 86.4 (100.0) (31.0) (31.8) (1.6) (4.1) (10.9) (3.5) (12.9) (4.2) 13.6 0.0

計

合計

あり なし 不明

在留資格

紹介会社等を利用した

入職前居住地が日本以外であった外国人労働者の入職経路（労働者調査）

15

○ 入職前居住地が日本以外であった外国人労働者の入職経路をみると、「出身国・地域の紹介会社・個人」が

44.7％（令和５年 51.5％）と最も多く、次いで「出身国・地域の語学学校」が16.5％（同 9.9％）、「日本国

内の紹介会社・個人」が12.9％（同 13.5％）となっている。

出典：厚生労働省「令和６年外国人雇用実態調査」



合計 ハローワーク ハローワーク

インターネッ

トサービス

日本国内の民

間紹介会社

日本国内の学

校の就職支援

窓口（キャリ

アセンター）

前に働いてい

た会社

知人、友人 求人広告（求

人情報誌、イ

ンターネッ

ト）

出身国・地域

の紹介会社・

個人

出身国・地域

のその他の機

関

その他 不明

100.0 4.6 2.9 10.8 4.8 4.8 35.2 19.7 2.3 1.4 10.4 3.1

農業，林業 100.0 1.1 1.1 16.2 1.3 5.9 30.0 14.7 17.3 0.0 2.3 10.1

漁業 100.0 0.0 0.0 23.5 0.0 8.4 29.1 0.0 0.0 6.0 12.2 20.6

鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 0.0 0.0 10.8 0.0 35.0 5.9 0.0 7.6 40.8 0.0 0.0

建設業 100.0 7.1 2.6 21.4 2.5 4.3 31.2 8.8 1.3 8.6 10.3 1.9

製造業 100.0 9.7 1.7 12.7 4.1 3.2 40.1 11.6 3.0 2.5 8.7 2.5

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.6 0.0 26.4 4.0 1.1 25.9 16.2 2.4 0.0 12.8 10.5

情報通信業 100.0 1.0 3.4 21.2 7.3 2.5 24.2 29.4 0.8 0.0 8.5 1.8

運輸業，郵便業 100.0 3.1 2.3 7.8 3.4 1.9 43.2 20.5 1.9 0.5 12.9 2.5

卸売業，小売業 100.0 2.7 7.4 7.2 7.4 1.9 33.2 21.8 1.1 1.4 13.7 2.3

金融業，保険業 100.0 2.8 3.3 9.3 2.8 0.9 32.5 32.0 3.6 0.8 8.1 4.0

不動産業，物品賃貸業 100.0 1.6 2.0 15.8 2.2 0.9 42.8 25.9 3.1 0.6 2.4 2.7

学術研究，専門・技術サービス業 100.0 2.9 1.4 18.9 6.8 3.1 23.6 28.6 0.1 0.4 12.3 2.1

宿泊業，飲食サービス業 100.0 3.8 1.1 20.8 7.0 9.7 29.0 15.5 5.7 0.6 5.3 1.4

生活関連サービス業，娯楽業 100.0 4.4 1.2 6.5 3.2 2.5 53.3 17.4 2.4 1.1 3.6 4.3

教育，学習支援業 100.0 0.3 0.9 0.9 2.9 2.9 39.0 31.1 0.1 0.1 16.6 5.2

医療，福祉 100.0 7.7 1.7 14.1 9.7 0.5 28.9 16.3 5.8 0.7 10.1 4.7

複合サービス事業 100.0 5.7 2.3 2.3 12.8 1.3 48.1 18.3 3.0 0.3 4.2 1.6

サービス業（他に分類されないもの） 100.0 2.1 3.1 3.5 2.9 9.0 35.7 25.4 1.2 0.2 12.3 4.5

計

産業

入職前居住地が日本であった外国人労働者の入職経路（労働者調査）

16

○ 入職前居住地が日本であった外国人労働者の入職経路をみると、「知人、友人」が35.2％（令和５年 43.0％）

と最も多く、次いで「求人広告（求人情報誌、インターネット）」が19.7％（同 19.3％）、「日本国内の民間紹

介会社」が10.8％（同 9.9％）となっている。

出典：厚生労働省「令和６年外国人雇用実態調査」



出典：厚生労働省「令和６年外国人雇用実態調査」

10.9%

86.9%

2.2%

就労上のトラブルの有無

なし

トラブルの内容（複数回答）

会社に入るた

めに必要な費

用の説明がな

かった

紹介会社（送

出し機関含

む）の費用が

高かった

事前の説明以

上に会社に入

るための費用

がかかった

事前に仕事内

容について説

明がなかった

事前に賃金に

ついて説明が

なかった

事前に労働時

間やその他の

就業条件につ

いて説明がな

かった

事前に説明さ

れた内容と実

際の仕事内容

が違った

事前に説明さ

れた条件と実

際の就業条件

が違った

事前の説明以

上に高い日本

語能力を求め

られた

事前の説明以

上に会社に入

るまでに時間

がかかった

トラブルや困っ

たことをどこ

に相談すれば

よいかわから

なかった

その他

2.6 18.6 4.9 4.7 4.8 8.0 7.8 6.7 8.8 7.0 14.9 39.7

専門的・技術的分野 1.7 20.2 5.3 3.8 4.8 11.3 7.7 7.7 8.1 6.3 14.8 32.7

うち技術・人文知識・国際業務 1.6 9.1 3.8 3.9 3.0 4.3 10.1 10.6 10.3 8.8 22.3 39.2

うち特定技能 2.0 45.9 9.8 3.9 5.6 4.1 5.0 5.5 3.5 4.3 5.1 26.0

うち高度専門職 0.0 0.1 0.0 7.3 2.9 8.8 9.4 10.0 45.2 5.8 22.7 24.0

技能実習 2.2 39.9 7.1 5.9 2.3 4.2 3.6 3.4 7.3 13.1 9.3 29.1

留学 0.0 0.0 5.0 1.3 5.7 1.3 3.3 0.0 4.5 0.0 3.1 79.9

身分に基づくもの 1.8 2.9 1.1 3.6 6.7 4.4 10.6 7.4 8.7 4.3 21.7 59.4

うち永住者 2.1 0.2 0.0 1.7 4.5 4.1 9.4 2.9 4.6 3.0 17.1 66.1

うち定住者 1.6 6.4 11.4 17.8 14.5 3.7 15.3 28.6 35.3 18.4 58.7 41.8

その他 10.9 13.9 9.5 11.0 4.1 10.2 10.2 7.3 17.0 6.5 9.5 35.0

外国人常用労働者計

在留資格

就労上のトラブルの状況（労働者調査）

17

○ 今の会社の仕事をする上でのトラブルや困ったことの有無をみると、「あり」が10.9％（令和５年 14.4％）、「な
し」が86.9％（同 82.5％）となっている。

○ また、トラブルや困ったこと（複数回答）としては、「紹介会社（送出し機関を含む）の費用が高かった」が18.6％
（令和５年 19.6％）と最も多く、次いで「トラブルや困ったことをどこに相談すればよいかわからなかった」が
14.9％（同 16.0％）、「事前の説明以上に高い日本語能力を求められた」が8.8％（同 13.6％）となっている。

あり

不明
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出典：入管白書「出入国在留管理」（旧「出入国管理」）
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○ 令和６年において、退去強制手続等が執られた入管法違反者のうち、オーバーステイや、在留資格で認

められた範囲を超えて働く等の不法就労を行った外国人の数は、平成26年に比べ２倍以上に増加。
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

偽造在留カード所持件数

偽造在留カード所持等件数※

出典：法務省「犯罪白書」

※ 警察等が検挙（検察官に送致・送付した件数のほか、微罪処分にした件数等を含む）した事件の数を示す。

（人）

（年）
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○ 警察等が偽造在留カード所持等で検挙した件数は直近数年間で減少しているものの、400件程度発生してい

る。

○ 公共職業安定所に対するヒアリングにおいても、偽造カードの行使やなりすましの事例がきかれる。



（参考）各国における外国人不法残留者数若しくは推計非正規移民数

74,863 
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推計非正規移民数
※MIRREMにおけるEstimated stock of irregular migrants

（Number）のMaxとMinの平均の値

※   不法残留者は「許可された在留期限を超えて不法に本邦にとどまっている者」のことを指す。（2025年版 出入国在留管理）
※ 非正規移民は「法的在留資格を持たず滞在している者」等のことを指す。(The Irregular Migrant Population of Europe 2024）
※ OECD「International Migration Outlook 2025」、MIRREM「Irregular migration data portal 」を基に厚生労働省が作成。

外国人不法残留者数
※OECDレポートにおける
外国人不法残留者数
(Overstayers） 11,350,000（人）
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（参考）各国における外国人不法残留者若しくは推計非正規移民の外国人比率
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※   不法残留者は「許可された在留期限を超えて不法に本邦にとどまっている者」のことを指す。（2025年版 出入国在留管理）
※ 非正規移民は「法的在留資格を持たず滞在している者」等のことを指す。(The Irregular Migrant Population of Europe 2024）
※ OECD「International Migration Outlook 2025」、MIRREM「Irregular migration data portal 」を基に厚生労働省が作成。

推計非正規移民の外国人比率
※MIRREMにおけるEstimated stock of irregular migrants
（％Foreign-born population）のMaxとMinの平均の値

外国人不法残留者
の外国人比率

※OECDレポートにおける
外国人不法残留者
（Overstayers）を外国人数
で除した値
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２ 育成就労制度・特定技能制度をはじめ
最近の外国人政策の動き



○ 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に

関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）

（令和６年６月13日 参議院法務委員会）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一～二十四 （略）

二十五 政府は、外国人労働者をめぐる労働・雇用管理に関する問題が発生している状況に

鑑み、外国人雇用管理指針を含め、外国人労働者の雇用管理に関する法令の在り方につい

ての検討を行うこと。その際、労働政策審議会等、労使が参画する会議体において必要な

議論を行うものとすること。

二十六～二十九 （略）

右決議する。
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■労働関係法令（※１）及び社会保険関係法令（※２）上の義務として遵守すべき事項
（※１）職業安定法、労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法等 （※２）雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法等

■雇用管理の改善のために努めるべき事項（★は、平成31年４月の見直しにより新たに盛り込んだもの。）

賃金、労働時間等主要な労働条件等について、母国語等、外国人が理解できる方法で明示・説明するよう努める。（★）

労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人が理解できる方法で行うよう努める。

労働・社会保険に係る法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、外国人が理解できる用法により周知に努める。

社内規程等の多言語化など、職場における円滑なコミュニケーションのための環境整備に努める。（★）

外国人労働者の苦情や相談を受け付ける窓口の設置など、生活上又は職業上の苦情・相談等に対応するよう努める。（★）

外国人労働者が一時帰国を希望する場合には、休暇の取得への配慮その他必要な援助を行うよう努める。（★）

■在留資格に応じて留意すべき事項（出入国管理及び難民認定法等よる義務）

（例）特定技能外国人に関する必要な届出・支援の適正な実施、資格外活動許可を得た留学生の就労時間の原則週28時間以内の制限等

○ 事業主は、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の

改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めなければならない（第７条）。

○ 厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする（第８条）。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

■外国人雇用管理指針とは

・外国人を雇用する事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだもの（平成19年策定）。

・公共職業安定所（ハローワーク）が外国人を雇用する事業所を訪問する際は、この指針に基づき、必要な助言・指導を行っている。
■平成３１年４月の見直し

・外国人労働者が年々増加する中、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（※）において、外国人との共生社会の実現に向
けた環境整備が必要との方針が示されたことや、近年の労働関係法令の改正の内容等を反映するため、改正を行った。

※ 平成30年12月25日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（旧雇用対策法）

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針（平成19年厚生労働省告示第276号）の主な内容

労働条件

安全衛生

保険適用

人事管理
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特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針の概要
（特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び
育成就労外国人の保護に関する基本方針について（令和７年３月11日閣議決定））



：既存分野

ビルクリーニング分野

自動車整備分野 宿泊分野

農業分野 漁業分野

外食業分野

造船・舶用工業分野

介護分野 建設分野

林業分野

自動車運送業分野

木材産業分野

：既存分野のうち新たな業務等を追加する分野

航空分野

飲食料品製造業分野

鉄道分野

工業製品製造業分野

：新たに追加する分野

資源循環分野

物流倉庫分野

リネンサプライ分野

※特定産業分野は１９分野、育成就労産業分野は１７分野である（自動車運送業分野、航空分野は特定産業分野のみ。）

○ ５年ごとに受入れ見込数を示し、人手不足の見込数と比較して過大でないことを示さなけ
ればならない（基本方針第二３（３））。受入れ分野は、生産性向上や国内人材確保の取組
を行った上でなお、人手不足が深刻であり、分野の存続・発展のために外国人の受入れが必
要なものに限られる。

○ 受入れ見込数は、受入れ上限として運用するものであるが、令和６年３月の設定時より更
なる生産性向上、国内人材確保の取組を行うよう見直すなどして、精査した。

特定技能80万5,700人、育成就労42万6,200人 計123万1,900人（令和11年３月末まで）

※育成就労については、令和９年４月（制度開始）からの受入れ
※１号特定技能外国人 333,123人、技能実習生 449,432人（いずれも令和7年6月末の在留者数） 

分野別運用方針の主要な記載事項① 

２ 人材不足の状況・受入れ見込数

分野 介護
ビルクリー
ニング

建設
造船・
舶用工業

自動車
整備

宿泊
自動車
運送業

農業 漁業 外食業 林業 木材産業
工業製品
製造業

航空 鉄道
飲食料品
製造業

リネン
サプライ

物流
倉庫

資源
循環

合計

参考：特定技能
（R6.3設定） 135,000 37,000 80,000 36,000 10,000 23,000 24,500 78,000 17,000 53,000 1,000 5,000 173,300 4,400 3,800 139,000 820,000 

特定技能 126,900 32,200 76,000 23,400 9,400 14,800 22,100 73,300 14,800 50,000 900 4,500 199,500 4,900 2,900 133,500 4,300 11,400 900 805,700 

育成就労 33,800 7,300 123,500 13,500 9,900 5,200 26,300 2,600 5,300 500 2,200 119,700 1,100 61,400 3,400 6,900 3,600 426,200 

分野全体 160,700 39,500 199,500 36,900 19,300 20,000 22,100 99,600 17,400 55,300 1,400 6,700 319,200 4,900 4,000 194,900 7,700 18,300 4,500 1,231,900 

（人）

必要就業者数

生産性向上

特定技能
育成就労

国内人材確保
人手
不足数

就業者数

受入れ
見込数

※特定技能は、従来の受入れ見込数より減少
育成就労は、技能実習では設定がなかった受入れ見込数を新たに設定
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１ 特定産業・育成就労産業分野

（特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について（令和８年１月23日閣議決定））



分野別運用方針の主要な記載事項②

介護
ビルク
リーニン

グ
建設

造船・舶
用工業

自動車
整備

宿泊
自動車
運送業

農業 漁業 外食業 林業 木材産業
工業製品
製造業

航空 鉄道
飲食料品
製造業

リネンサ
プライ

物流倉庫 資源循環

１年を超える転籍制
限

（「－」は転籍制限
期間が１年の分野）

２年 － ２年 ２年 ２年 － － － ２年 － － ２年 － ２年 － － ２年

（１）一般的（※）な技能水準、日本語能力水準は次のとおり。

育成就労の就労開始時 育成就労１年経過時 本人意向による転籍時 育成就労終了時・特定技能１号 特定技能２号

技能水準 ー
育成就労評価試験

（初級）
育成就労評価試験

（初級）
特定技能１号評価試験

育成就労評価試験（専門級）
特定技能２号評価試験

日本語能力水準
A１相当以上又は

Ａ１に相当する講習の受講
A１相当以上 A2.１相当以上 A２.２相当以上 B１相当以上

（２）自動車運送業分野において、特定技能１号のバス・タクシー運転者の業務区分に求められる日本語能力水準は原則としてB1である。

※ 分野によっては、より高い日本語能力水準を求める場合もある。

制度の適正性を確保するため、受入れ機関等に関し、省令により全分野共通の基準を設けているが、分野の特有の事情に鑑み
これに上乗せして当該分野独自の基準を告示により定めるもの。

（２）上乗せ基準

育成就労制度においては、本人意向による転籍が認められているが、転籍制限期間は、１年とすることを目指しつつも、当分の間、育
成就労産業分野ごとに、その業務内容等を踏まえて１年から２年までの範囲内で設定することとなっている（基本方針第四２（１）エ）。

（１）転籍

３ 人材の基準

４ 制度の運用に関する重要事項

介護
ビルク
リーニン

グ
建設

造船・舶
用工業

自動車
整備

宿泊
自動車
運送業

農業 漁業 外食業 林業 木材産業
工業製品
製造業

航空 鉄道
飲食料品
製造業

リネンサ
プライ

物流倉庫 資源循環

事業者の範囲の限定
（許認可等）

※外国人受入れの際
に特に求めるもの

育 特・育 特・育 － 特・育 特・育 特 特・育 － 特・育 特・育 － － 特 － 育 特・育 特・育 特・育

受入事業実施法人
への加入等

－ － 特 － － － － － － － － － 特・育 － － － － － －

受入れ機関の
受入人数上限

特・育 － 特・育 － － － － － 特・育 － 育 － － － － － － － －

監理支援機関等の範囲 育 － － － 特・育 － － － 育 － － － － － － － － － －

※上乗せ基準については一例（特：特定技能 育：育成就労）

日本語サポーターの同乗により、イレギュラー事象に適切に対処できることなどの条件を満たす場合、 A2.2に引き下げる。
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（特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について（令和８年１月23日閣議決定））



転籍支援に係るハローワークと外国人育成就労機構の連携について

○ 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律（平成28年法律第89号）（抄）

（育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等）
第八条の二 育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育

成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し
出ることができる。
一 単独型育成就労外国人 当該単独型育成就労外国人を対象として単独型育成就労を行わせている単独型育成就労実施者又

は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣
二 監理型育成就労外国人 当該監理型育成就労外国人を対象として監理型育成就労を行わせている監理型育成就労実施者若

しくは当該監理型育成就労実施者が監理支援を受けている監理支援機関又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣
２～７ （略）

（育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等）
第八条の四 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の二第一項の規定による申出を受理したときは、主務省令で定

めるところにより、その旨を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通知するものとする。
一 単独型育成就労外国人からの申出を受理したとき 当該単独型育成就労外国人を対象として単独型育成就労を行わせてい

る単独型育成就労実施者
二 監理型育成就労外国人からの申出を受理したとき 当該監理型育成就労外国人を対象として監理型育成就労を行わせてい

る監理型育成就労実施者及び当該監理型育成就労実施者が監理支援を受けている監理支援機関
２ 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の二第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の

規定による届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を機構に通知するものとする。ただし、前条第一
項の規定により機構に当該申出及び当該届出の受理に係る事務を行わせているときは、この限りでない。

３ 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該届出に係る育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成
就労の対象となること等により当該育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、当該育成就労外国人からの相談に応
じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行わなければならない。

４・５ （略）

28



転籍支援に係るハローワークと外国人育成就労機構の連携について

○ 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律（平成28年法律第89号）（抄）

（新たな育成就労計画の認定）
第八条の五 第八条の二第一項の規定による申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の

個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、
これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。
この場合においては、第八条第二項の規定を準用する。

２・３ （略）

（第八条の五第一項の認定の基準）
第九条の二 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の五第一項の認定の申請があった場合において、その育成就労

計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一～三 （略）
四 次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、当該申請に係る育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行

わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
イ・ロ （略）
ハ 育成就労を行わせようとする者が育成就労の実施に関する実績、育成就労外国人の育成に係る費用の負担能力その他の

育成就労を適正に実施するために必要な事項に関して主務省令で定める基準に適合していること。

（国等の連携）
第百六条 国、地方公共団体及び機構は、育成就労が円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携

の確保に努めるものとする。
２ （略）
３ 機構及び公共職業安定所又は地方運輸局（運輸監理部を含む。次項において同じ。）は、第八条の四第三項（同条第四項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）並びに第五十一条第一項及び第二項に規定する措置並びに第八十七条第一項第
三号の業務が円滑に行われるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

４ 機構は、前項の規定による連携を図るため、公共職業安定所又は地方運輸局に対し、主務省令で定めるところにより必要な
情報の提供を行わなければならない。
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転籍支援に係るハローワークと外国人育成就労機構の連携について

○ 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則（令和７年法務省／厚生労働省／令第４
号）（抄）

（法第九条の二第四号ハの主務省令で定める基準）
第二十八条 法第九条の二第四号ハ（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める基準は、次のとお

りとする。
一～三 （略）
四 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人との雇用契約の締結に関し、監理支援機関、機構、公共職業安定

所又は地方運輸局（運輸監理部を含む。第九十三条第三号において同じ。）以外の者が行う職業紹介及び特定募集情報等提
供事業を行う者が行う特定募集情報等提供（職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第四条第七項に規定する特定募
集情報等提供をいう。次号及び第六号において同じ。）を受けていないこと。

五～七 （略）
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日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針【概要】

○ 日本語教育を推進するため、令和元年６月28日に「日本語教育の推進に関する法律」（令和元年法律第48号）が公布・施行。
○ 同法第10条の規定により、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針として、本方針を策定（令

和２年６月23日閣議決定）。令和７年９月５日に改定。

１ 日本語教育の機会の拡充
（１）国内における日本語教育の機会の拡充

幼児・児童・生徒等、留学生、被用者等、難民に対する日本語教育、
地域日本語教育（日本語指導が必要な児童生徒に対する「特別の教育課
程」の活用、日本語指導に必要な教員定数の安定的な確保、日本語指導
補助者・母語支援員の活用、就学状況の把握・指針策定等による就学機
会の確保、留学生の国内就職のための日本語教育等、特定技能・育成就
労制度における日本語能力向上方策、教材開発や研修等による専門分野
の日本語習得支援、条約難民・補完的保護対象者・第三国定住難民への
日本語教育支援、地域日本語教育の体制づくり支援、自習可能な日本語
学習教材（ICT教材）の開発・提供等）

（２）海外における日本語教育の充実
外国人等に対する日本語教育、海外在留邦人・移住者の子等に対する

日本語教育（日本語教育専門家等の派遣、教材開発・提供、海外の日本
語教育機関への支援、海外在留邦人の子等に対する日本語教育の実態把
握と支援、在外教育施設への教師派遣等）

３ 日本語教育の水準の維持向上等
（１）日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上

日本語教育機関認定制度の実施、認定日本語教育機関の活用促
進・質向上等

（２）日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上等
登録日本語教員の登録・活用促進、日本語教師の養成・研修の充

実等

４ 教育課程の編成に係る指針の策定等
「日本語教育の参照枠」の諸制度における活用・普及等

５ 日本語能力の評価
試験等の対応付け手続きを含めた「日本語教育の参照枠」の普及、

「日本語能力試験」や「国際交流基金日本語基礎テスト」の実施等

１ 推進体制 ２ 基本方針の見直し
おおむね５年ごとに検討を加え、必要があると認めるときは基本方針を変更。

１ 日本語教育推進の目的
共生社会の実現、諸外国との交流、友好関係の維持・発展に寄与

２ 国及び地方公共団体の責務
○国は日本語教育推進施策を総合的に策定・実施。必要な法制上・財政上等の措置を講ずる。
○地方公共団体は地域の状況に応じた日本語教育推進施策を策定・実施する。

３ 事業主の責務
国・地方公共団体の日本語教育推進施策に協力、外国人等とその家族に対する日本語学習機会の提供等の支援に努める。

４ 関係省庁・関係機関間の連携強化

第１章 日本語教育の推進の基本的な方向

第２章 日本語教育の推進の内容に関する事項

第３章 その他日本語教育の推進に関する重要事項

２ 国民の理解と関心の増進

６ 日本語教育に関する調査研究及び情報提供
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認定は「留学」・「就労」・「生活」という

日本語学習の目的に応じた３つの分野

ごとに行われます。認定日本語教育機

関は、学習者の日本語能力を、その各

目的に必要なレベル以上に引き上げる

ための教育を提供します。

認定日本語教育機関について
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関

の認定等に関する法律（令和5年法律第41号）が令和６年４月１日

に施行されました。

この法律に基づき、文部科学大臣は、一定の基準を満たし、日本語

教育を適正かつ確実に実施できる日本語教育機関を「認定日本語

教育機関」として認定します。

教職員の体制や、施設設備、教育課程

等についての認定基準を満たす日本

語教育機関を「認定日本語教育機関」

として文部科学大臣が認定します。

また、認定日本語教育機関においては、

新たに創設された日本語教師の国家

資格「登録日本語教員」の資格を持つ

者だけが日本語の指導を行います。

登録日本語教員の資格は、「日本語教

員試験」に合格し、日本語教育の現場

で行う実習である実践研修を修了した、

日本語教育を行うために必要な能力

を持つ者に与えられます。

認定日本語教育機関のイメージ

日本語教育機関認定法ポータルについて

※認定日本語教育機関の３分野のうち、入学者が「留学」の在留資格を

得られるのは「留学」の課程に入学する者のみです。

「日本語教育機関認定法ポータル」は、日本語学習者をはじめとする日本語

教育関係者に向けて、多言語での認定日本語教育機関の情報発信等を行う

ウェブサイトです。

日本語を学びたい外国人の方をはじめ、認定日本語教育機関や登録日本語
教員の日本語教育サービスに関心のある方はぜひ「日本語教育機関認定法
ポータル」をご覧ください。

「日本語教育機関認定法ポータル」は

こちらから

教師は全て

登録日本語教員

認定日本語教育機関

大学・
専門学校

企業

地域外国人就労者の家族等、
その他の外国人生活者等

日本に生活する外国人等

居住

雇用

進学

就職

質
の
担
保
さ
れ
た
日
本
語
教
育
を
提
供

「留学」分野

「生活」分野

「就労」分野

外国人留学生

外国人就労者

「日本語教育の参照枠」を参照した教育の提供

認定日本語教育機関では、 「日本語教育の参照枠」 で示す５つの言語活動

（「聞く」「読む」「話す（やり取り、発表）」「書く」）や、言語活動別の熟達度に関

する評価等を盛り込み、分野ごとに特色ある教育課程を編成し教育を行っ

ています。
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認定日本語教育機関制度の創設

法務省告示機関【これまで】

目的
在留資格「留学」を有する外国人の受
入れ機関の告示

教育課程

教員資格

評価

認定日本語教育機関【これから】

日本語に通じない外国人が我が国において生活するため
に必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるた
めの教育

分野

認定等の主体 法務大臣 文部科学大臣

「留学」のみ 「留学」に加え、「就労」と「生活」を新設

専ら日本語の教育を受ける者にとって
適当と認められるもの

• 留学はB２以上目標、就労・生活はB1以上目標の課程を
１つ以上置くこと

• 課程の目的・目標、生徒の日本語能力に応じて、適切な
授業科目を体系的に開設すること

• 「日本語教育課程編成のための指針」に基づくこと 等
※「就労」と「生活」は3/4を上限にオンライン授業を実施可能

• 大学等において日本語教育に関する教育課
程を履修して卒業等した者

• 学士を取得し、かつ文化庁届出の研修を
420単位時間以上受講し修了した者

• 日本語教育能力検定試験に合格した者 等

「登録日本語教員」を国家資格化
• 日本語教員試験（基礎試験・応用試験）の合格
• 登録実践研修機関が実施する実践研修の修了
※登録日本語教員養成機関が実施する養成課程の修了者は基礎試験免除

自己評価のみ（義務） • 自己評価（義務）・第三者評価（努力義務）
• 審議会による実地視察
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日本語教育機関認定法の施行状況について

登録実践研修機関：74機関（申請機関数 87機関）

登録日本語教員養成機関：86機関（申請機関数 105機関）

◆ 登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の登録結果

◆ 認定日本語教育機関の認定結果
64機関※（申請機関数 194機関）

※うち留学のための課程61機関、就労のための課程３機関

◆ 登録日本語教員の登録状況（令和８年１月３０日時点）

         登録者数 11,490名

◆ 日本語教員試験の結果（令和７年度）
       受験者数 17,597名
       合格者数 11,876名
       合格率 67.5％
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登録日本語教員に関する情報の公開について

35

日本語教育機関
自治体 企業等

登録日本語教員
〇 公開項目（主なもの）

返信※以降個別にやりとり

日本語教育機関認定法ポータル
（https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/top）

日本語教育人材のニーズ増加を踏まえ日本語教育情報を一元的に発信するポータルサイト「日
本語教育機関認定法ポータル」において、令和８年２月より登録日本語教員の情報発信機能を
実装。登録日本語教員と日本語教育機関等のマッチングを促進

閲覧
（条件検索可）連絡（問い合わせ）

氏名 職歴

希望勤務地、希望勤務機
関、希望雇用形態

日本語教育に関する経験
・教育課程編成
・クラス担任
・進路指導 等

研修履歴

情報公開

公開情報を閲覧後、
・法人名
・担当者名
・連絡先（電話・メール）
・問い合わせ内容 等
を登録日本語教員へ連絡

ポータルサイトに掲載された
登録日本語教員の情報を閲覧
し雇用に関する問い合わせや
各種依頼が可能

登録日本語教員自身の希望に
より氏名やキャリア等の情報
をポータルサイトに公開

マッチング

https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/top
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「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）
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「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）
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「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）
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「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）



40

「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）
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「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）
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「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）
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「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある
共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）のうち、主な外国人雇用対策部分

○ 特定技能制度及び育成就労制度による適正な受入れ
・ 特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野における更なる生産性向上による省人化、国内人材確保の取組の推進、状況に応じた受入れの停止
や受入れ見込数の再設定等の対応を不断に検討《施策番号19》

○ 外国人雇用状況届出制度の運用改善
・ 在留カード等読取アプリケーションの使用の徹底を促す広報資料の作成・周知《施策番号７４》
・ 外国人雇用状況の届出義務を徹底するため、未届・虚偽届事案や、事業主の対応が悪質な事案への対応に係る都道府県労働局及びハローワークと警
察等関係機関との連携を強化。また、出入国在留管理庁と厚生労働省の連携を強化し、事業主に在留カード等読取アプリケーションの使用の確認を厳
格化《施策番号7５》
・ 令和９年開始予定のマイナンバーを活用した情報連携に係る在留管理ＤＸの推進等と並行して、手続の在り方を検討《施策番号76》
○ 大人（労働者）に対する日本語教育
・ 国内での就労を希望する外国人等を対象に、日本の職場におけるコミュニケーション能力の向上や、ビジネスマナー等に関する知識の習得を目的とする研修
（総研修時間 100 時間）及び修了者に対する就労・定着支援を実施《施策番号147》

Ⅱ 国民の安全・安心のための取組

○ 外国人が抱える問題に寄り添った相談体制の強化
・ ＦＲＥＳＣ/フレスクにおいて、外国人からの相談対応のほか、入居機関をはじめとした関係機関の連携による外国人の採用・定着に向けた企業等向けのセミ
ナー等を開催《施策番号２５４》

○ 「青壮年期」を中心とした外国人に対する支援等
・ ハローワークの「外国人雇用サービスセンター」や「留学生コーナー」において、担当者制によるきめ細かな相談・支援を行うほか、地方企業、地方公共団体等関
係機関と連携し、インターンシップの充実や留学生向け求人の掘り起こし、就職ガイダンス等のセミナー、合同企業説明会の開催等に取り組むことで、留学生と
企業の更なるマッチングを推進《施策番号２８９》

○ 就労場面における支援
・ ハローワークへの通訳員の配置や 14 言語に対応した多言語コンタクトセンター、多言語音声翻訳機器、求人票の自動英訳、職員による外国人雇用事業所
データベースの活用等により、外国人求職者に対する丁寧な相談対応を実施《施策番号304》
・ ハローワークの「外国人雇用サービスコーナー」等において、専門相談員の配置による職業相談や、定住外国人等が応募しやすい求人情報の提供、地方公共団
体が設置する一元的な窓口との連携等により、安定的な就労の促進及び職場定着を推進《施策番号３０５》

○ 適正な労働環境等の確保 
・ 事業主における雇用管理改善の取組及び外国人労働者の職場定着の促進を図るために、外国人労働者を雇用する事業主等に対して、雇用管理全般に関する
知識やノウハウなどを取得するための雇用労務責任者講習を実施《施策番号３１０》

○ 外国人の生活状況に係る実態把握のための政府統計の充実等
・ 外国人労働者の労働条件等の雇用管理、労働移動等の実態把握のための統計調査の実施《施策番号3６９》

Ⅲ 外国人が日本社会に円滑に適応するための取組
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「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある
共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）（本文）のうち、特定技能及び育成就労部分

Ⅱ 国民の安全・安心のための取組
第１ 既存のルールの遵守、各種制度の適正化に向けた取組
１．出入国・在留管理等の適正化・外国人受入れについて
（２）在留資格の一層の適正化
イ 在留資格等の在り方・帰化の厳格化の検討
①  特定技能制度及び育成就労制度による適正な受入れ
ⅰ 現状と問題点

・ 特定技能制度及び育成就労制度については、令和７年３月に基本方針を策定し、これを踏まえた育成就労制度の関係
省令を同年９月に公布しており、令和８年度に施行日前申請を実施予定としている。

・ 分野別運用方針の策定に当たって、省人化を含む生産性向上及び国内人材確保の取組について厳密に精査し、特定技
能制度や育成就労制度における受入れ対象分野や受入れ見込数を適切に設定する必要がある。

・ また、育成就労制度における転籍制限期間等についても、人材育成・人材確保や地方配慮の観点を踏まえ、適切に設
定する必要がある。

・ 特定技能評価試験等の合格証明書の偽変造が疑われる事案が発生している。
ⅱ 実施中の施策

・ 特定技能制度及び育成就労制度における受入れ対象分野や受入れ見込数、育成就労制度における転籍制限期間等を定
める分野別運用方針について検討している。

関係省令等を踏まえた運用要領の整備や令和８年度から開始する監理支援機関の許可、育成就労計画の認定に係る
施行日前申請に向けた準備をしている。〔法務省、厚生労働省、警察庁、外務省、農林水産省、経済産業省、国土交通
省、環境省〕《施策番号 15》

ⅲ 速やかに実施する施策
・ 上記ⅰに記載した観点を十分踏まえた上で、特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針を速やかに策定する。

育成就労制度の関係省令や運用要領等の周知・広報を徹底するなどして、令和８年度からの施行日前申請、令和９
年度からの施行に向けて円滑に運用開始できるよう必要な準備を着実に進める。〔法務省、厚生労働省、警察庁、外務
省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省〕《施策番号 16》

・ 中小・小規模事業者をはじめとした人手不足の深刻化に対応するため、特定技能外国人が地域において速やかに就労
を開始できるよう、地方出入国在留管理官署においては、「特定技能」の在留資格に係る在留諸申請及び登録支援機関
登録申請に係る標準処理期間内の処理を励行し、迅速な処理を行う・ 特定技能評価試験等の合格証明書の偽変造防止
のための措置を講じるべきである。〔法務省〕《施策番号 17》

・ 在留資格「特定技能」に係る在留諸申請の審査においては、これまでも偽造の疑いのある特定技能評価試験等の合格
証明書の真偽確認を行ってきたところ、より厳正な審査に向け、特定技能評価試験等の合格証明書の偽変造防止のため
の更なる措置を講じる。〔法務省〕《施策番号 18》 44
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「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある
共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）（本文）のうち、特定技能及び育成就労部分

ⅳ 今後の課題
・ 育成就労制度の運用開始に向け、施行日前申請に適切に対応できるよう、着実に準備を進めるとともに、外国人育成

就労機構において、育成就労外国人等の支援・保護業務や相談援助業務を適切に行える体制を確保する。
・ また、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和５年法律第 41 号。

以下「日本語教育機関認定法」という。）の仕組みも活用して日本語教育の質の向上が図られるよう取り組む。具体的
には、原則として認定日本語教育機関の「就労のための課程」において実施される育成就労外国人に対する日本語講習
の適正な実施を図るための取組を進めるとともに、受入れ企業が日本語能力の向上を図るようにインセンティブ方策等
を検討する。

・ 加えて、国際交流基金日本語基礎テスト（JFT-Basic）を着実に実施するとともに、日本語教材の開発、現地日本語
教師の育成のための日本語専門家等の各国への派遣、日本語教材購入助成等の支援の実施等、来日前における日本語学
習支援の実施等の取組を進める。

・ 育成就労制度の運用に当たり、人手不足の地域で人材確保が適切に行われ、地域経済の活性化等に資するよう、地域
産業政策の観点から、地域協議会の設置及び活用や、地方公共団体の地域協議会への積極的な関与を促しつつ、受入れ
環境の整備等を進めるとともに、地方の受入れ機関に対する配慮施策を着実に実施する。

・ 特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野における更なる生産性向上による省人化の取組や国内人材確保の取
組を推進する。

・ また、外国人の受入れ状況や転籍状況等を継続的かつ的確に把握した上で、受入れの停止や受入れ見込数の再設定等
の対応を不断に検討する。〔法務省、厚生労働省、警察庁、外務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省〕
《施策番号 19》
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「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある
共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）（本文）のうち、外国人雇用状況届出部分

Ⅱ 国民の安全・安心のための取組
第１ 既存のルールの遵守、各種制度の適正化に向けた取組
１ 出入国・在留管理等の適正化・外国人受入れについて
（３）不法滞在者ゼロプランの強力な推進等
イ 不法就労対策の強力な推進等
② 外国人雇用状況届出制度の運用改善
ⅰ 現状と問題点

・ 事業主には外国人労働者の雇入れ時と離職時に、氏名・在留資格等を在留カード等により確認し、厚生労働大臣に届
け出る義務が課されている（未届又は虚偽の届出に対しては 30 万円以下の罰金）一方、摘発はごく僅かにとどまって
いる。

・ 外国人雇用状況の届出義務及び適正な届出が徹底されなければ、不法就労状態の是正も困難であることが課題となっ
ている。

ⅱ 実施中の施策
・ 在留カード等読取アプリケーションの使用の徹底を促す広報資料を作成し、周知している。〔厚生労働省〕《施策番

号74》
ⅲ 速やかに実施する施策

・ 外国人雇用状況の届出義務を徹底するため、未届・虚偽届事案や、事業主の対応が悪質な事案への対応に係る都道府
県労働局及びハローワークと警察等関係機関との連携を強化する。また、出入国在留管理庁と厚生労働省の連携を強化
し、事業主に在留カード等読取アプリケーションの使用の確認の厳格化を図る。 〔厚生労働省、警察庁、法務省〕
《施策番号75》

ⅳ 今後の課題
・ 今後、令和９年開始予定のマイナンバーを活用した情報連携に係る在留管理ＤＸの推進等と並行して、手続の在り方

を検討する。〔厚生労働省、（法務省）〕《施策番号76》
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「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある
共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）（本文）のうち、日本語教育部分

Ⅱ 国民の安全・安心のための取組
第１ 既存のルールの遵守、各種制度の適正化に向けた取組
２ 外国人制度の適正化等について
（３）日本語教育の充実
イ 大人（労働者）に対する日本語教育
ⅰ 現状と問題点

・ 外国人労働者をはじめとする在留外国人が増加し、日本語教育機関においては就労を目的とする生徒割合が増加する
など、我が国における日本語教育のニーズは増加するとともに多様化している。

・ 令和９年度から開始する育成就労制度では外国人労働者に対する認定日本語教育機関による日本語講習が制度化され
るなど、就労分野をはじめとする多様なニーズに対し専門的な日本語教育機関が質の高い教育を提供することが求めら
れている。

ⅱ 実施中の施策
・ 国内での就労を希望する外国人等を対象に、日本の職場におけるコミュニケーション能力の向上や、ビジネスマナー

等に関する知識の習得を目的とする研修（総研修時間 100 時間）及び修了者に対する就労・定着支援を実施している。
〔厚生労働省〕《施策番号 147》

・ 技能実習生が入国前講習、入国後講習、実習期間中等に行う日本語学習として、日本語教材を開発、提供する。〔厚
生労働省〕《施策番号 148》

・ 特定技能制度については、国内及びＭＯＣ作成国における日本語試験及び技能試験の実施を推進している。日本語試
験について、技能試験の実施状況や人材受入れニーズ等を踏まえて実施を推進している。技能試験について、分野所管
省庁等と連携の上、海外では試験実施国・試験実施回数を拡大し、国内では地方都市での実施・試験実施回数を拡大し
ている。〔厚生労働省〕《施策番号 149》

・ 特定技能外国人として我が国での就労を希望する者の技能試験及び日本語試験の受験を促進するための周知・広報を
推進している。

「日本語教育の参照枠」によって、各試験団体が実施する日本語試験について共通の指標による評価が可能となっ
たことを踏まえ、必要に応じて、分野所管省庁において、新たな日本語試験の活用を検討するとともに、その際、出入
国在留管理庁等においては、公表されている試験の実施に関する方針を踏まえ、関係省庁等と連携の上、試験水準の適
正性（参照枠との対応関係を含む。）や不正受験防止策の確認など当該試験の適正性を確認する。〔法務省、外務省、
厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省、文部科学省〕《施策番号 150》
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「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある
共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）（本文）のうち、日本語教育部分

ⅲ 速やかに実施する施策
・ 育成就労制度においては、育成就労外国人の効率的な技能修得や、外国人本人の権利保護、入国後の地域社会との共

生といった観点を踏まえ、段階的に日本語能力を向上させることとしている。監理支援機関や育成就労実施者による日
本語講習が円滑に行われ、育成就労外国人が効果的に日本語を習得できるようモデルカリキュラムの開発・普及促進を
実施する。〔厚生労働省、法務省〕《施策番号 151》

ⅳ 今後の課題
・ 育成就労制度の施行後に、監理支援機関や育成就労実施者において認定日本語教育機関や登録日本語教員による日本

語講習が円滑に行われるよう運用する。〔厚生労働省、法務省〕《施策番号 152》



労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百
三十二号）抜粋

（外国人雇用状況の届出等）

第二十八条（抄）

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定
めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該
事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。（平成19年10月１日施行）

※届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となる。

届出制度の概要

外国人雇用状況の届出制度

●届出の対象となる外国人の範囲

日本の国籍を有しない者で、特別永住者及び在留資格「外交」「公用」以外の者

●届出事項

①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域

⑦資格外活動許可の有無 ⑧在留カード番号（※）、⑨雇入れ又は離職年月日

⑩雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地など

○ 届出に基づき、雇用管理の改善に向けた事業主への助言や指導、離職した外国人への再就職を支援

○ 毎年10月末時点の「外国人雇用状況の届出状況」を集計して公表

届出情報の活用

（※）令和２年３月１日から在留カード番号を届出事項に追加
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在留カード等読取アプリケーション

50

近年、券面の偽造技術の精巧化、有効な在留カード番号を使用した偽

変造在留カード作成事案が発生するなど、これまで以上に偽変造在留

カード対策が必要。

在留カード等読取アプリケーションは、在留カード等のＩＣチップ内

に保存されている身分事項や顔写真等の情報を読み取るためのもの。読

み取った情報と、券面に記載された情報を見比べることにより、容易に

偽変造の有無を確認することが可能。

導入目的

アプリケーションの概要

在留カード及び特別永住者証明書が真正なものであることを認証する

とともに、在留カード等のＩＣチップ内に記録された氏名等の情報をも

とに在留カード等の券面上に印字されている内容をそのまま画面に表示

するためのアプリケーション。

法令で定めるもの以外に雇用契約や諸取引などの場で、身分確認を行

う必要がある場合に利用することを想定。

利用の際には、他の身分証明書と同様、本人の同意を得た上で在留

カード等の提示を受けることが必要。



在留カードとマイナンバーカードの一体化
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